
教育職員免許状の申請書類一覧　　【免許状授与関係】 検索方法：県庁ＨＰ「キーワードで探す」欄に『授与申請』と入力

提出書類一覧

宣

誓

書

２種

１種

専修

２種

１種

専修

２種

１種

専修

２種

１種

専修

２種

１種

専修

１種

専修

１種

専修

２種

１種

専修

１種

専修

２種

１種

※　○は、必須、△は該当者のみ

※　本表では、免許状の種類を次のように略しています。　幼稚園教諭→幼、小学校教諭→小、中学校教諭→中、高等学校教諭→高、特別支援学校教諭→特支、養護教諭→養教、栄養教諭→栄養

※　本表にない根拠規定により申請される場合は事前にご相談ください。

※　返信用封筒に貼付する切手の料金 ： 免許状が１～４枚の場合は５３０円切手、５枚以上の場合は６２０円切手を貼付

②

申請方法

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Ａ

証明日（発行日）から３カ月以内のもの

備　　　　　考

令和４年６月３０日以前に、教員免許更新制に係る有効期間満了（修了確認期限超過）により
失効した免許状の再授与申請は、その免許状が岐阜県教育委員会で授与した免許状であれ
ば、申請書類の一部が省略できる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
【問い合わせ先：義務教育課 免許係　TEL：058-272-8742】

○
△※3

○

※3　栄養教育実習を特別非常勤講師としての実務により他の単位に振り替える場合に必要。単位の振替を行う場合に
は、栄養教育実習を特別非常勤講師としての実務により他単位に振り替えるための実務に関する証明書と、実務の検
定のため（学校栄養職員として３年）の実務に関する証明書との２通が必要。

※4　添付書類と氏名又は本籍地が異なる場合、異動についての公的証明（戸籍抄本）を添付。
（本籍・氏名の異動が２回以上ある場合は異動状況が分かる「除籍謄本」が必要。戸籍の改製で従前戸籍が確認できな
い場合は「改製原戸籍」が必要。)

※5　免許状に「旧姓」「通称名」の記載を希望される場合、「旧姓」「通称名」を証明する書類（戸籍抄本等）が必要。

※6　岐阜県発行の免許状のみ領域追加可能。免許状の原本がない場合、一度ご連絡ください。

※10　栄養士又は管理栄養士免許証の写し

※12　学校栄養職員は免許法上の教育職員ではないため、宣誓書は必須。

※13　教員免許保有者は、教員免許状の写しも添付必要。

※14　教育職員免許法施行規則第11条表備考第3号又は第17条表備考の適用を受ける場合、大学の卒業証明書、在
学証明書、単位修得証明書等が必要になる場合があるため、ご相談ください。

※15　角2型の封筒に宛名を明記してください。貼付する切手の料金は下記をご覧ください。

特支

○
※11

－ －

【検定】（別表第7）
各学校での経験年数を活用し上進

【授与】（別表第1）
大学などの養成による新規取得

△
※3

－

－

○

－

○
※10

－

【授与】（別表第2）
大学などの養成による新規取得

特支

養教

○ －

幼・小
中・高

○

幼・小
中・高

他校種

5,000２種

○5,000

○

－

－○

○ ○5,000 ○
【検定】（別表第3）
各学校での経験年数を活用し上進

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

△
※14

○

【授与】（法第16条ほか）
教員資格認定試験による新規取得

Ｆ

Ｇ
△
※4
※5

△
※4
※5

○ ○

○

【検定】（別表第8）
各学校での経験年数を活用し、他校種免許状を取得

－

－○

○

○

○

5,000 ○
△
※4
※5

－

○ ○

○

－

○

○○

△
※4
※5

△
※4
※5

○

○

○

○ ○

○

○

△
※4
※5

○

○ ○

検定による授与・領域追加　【勤務経験を活用】

【検定】（別表第7）
各学校での経験年数を活用し新規取得

－

中・高 他教科
【検定】（別表第4）
検定により他教科免許状取得

○ －

－

○

－

－

－
△
※10
※13

－

○ －

○

○

○ －

○

栄養
【検定】（法附則第17項）
学校栄養職員の経験を活用

5,000 ○ ○ ○
※12

○ ○
【検定】（別表第6、6の2）
各学校での経験年数を活用

Ｈ

養教
栄養

１種 ○ ○ ○

【授与】（別表第2の2）
大学などの養成による新規取得

3,300

【授与】（別表第2）
保健師免許又は看護師保有による新規取得

○

－ △
※3

○ ○
※15

5,000

5,000 ○

○

○

○
△
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○
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○

○ －

－

○

免許状の種類
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単位修得による授与又は領域追加　（大学での単位修得・保健師等の資格による）

○
【授与】（別表第1）
大学などの養成による新規取得

履

歴

書

－

人
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○
※15

3,300 ○ ○ －
△
※4
※5

△
※3

※1　小・中の場合、介護等体験証明書が必要。ただし先に別表第１で取得した小又は中の免許状がある場合は、その
写しを添付すれば、介護等体験証明書は不要。

※2　専修免許申請者で上進の場合は、１種免許分の単位を証する書類（免許状の写し等）

※3　教育実習を実務により他単位に振り替える場合に必要。

※4　添付書類と氏名又は本籍地が異なる場合、異動についての公的証明（戸籍抄本）を添付。
（本籍・氏名の異動が２回以上ある場合は異動状況が分かる「除籍謄本」が必要。戸籍の改製で従前戸籍が確認できな
い場合は「改製原戸籍」が必要。)　発行から３カ月以内のもの

※5　免許状に「旧姓」「通称名」の記載を希望される場合、「旧姓」「通称名」を証明する書類（戸籍抄本等）が必要。発行
から３カ月以内のもの

※6　岐阜県発行の免許状のみ領域追加可能。免許状の原本がない場合は、ご連絡ください。

※7　最終学校　【大学、短期大学又は高等学校（専修学校は除く。）】

※8　保健師免許証の写し

※9　保健師免許証又は看護師免許証の写し

※10　栄養士又は管理栄養士免許証の写し

※11　教員資格認定試験合格証明書

※15　角2型の封筒に宛名を明記してください。貼付する切手の料金は下記をご覧ください。
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○ △
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○

○ ○ ○ ○
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△
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○
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○
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○
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－
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△
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○
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○
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－
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△
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－

幼・小
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○3,300 ○ ○

○

○

－ ○
※8

○ －

－ － ○

○ ○

○

２種
【授与】（別表第2ロ）
保健師免許保有による新規取得

○

栄養

【単位修得による領域追加】新教育領域の追加
※5　岐阜県が授与した免許状のみ

3,300

①

○
※15

○
※15

幼・小・高
幼小：２種
高：１種

○
※15

○
※15

○
※15

○
※15

○
※15

○

【検定による領域追加】新教育領域の追加
※5　岐阜県が授与した免許状のみ

△
※14

△
※4
※5

－ ○○

－○

5,000 ○

○ ○ ○ ○


